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海外情報

豪州の生体牛輸出動向～アニマルウェルフェアと
家畜疾病管理における変化を中心に～

調査情報部　大塚　健太郎、木下　雅由

１　はじめに

　豪州の生体牛輸出頭数は、干ばつによる早期出荷や繁殖用雌牛の淘
とう

汰
た

などにより2014年以
降100万頭を上回っていたが、今後は80万頭台で推移すると見込まれている。生体牛輸出の
拡大は、生体牛取引価格上昇の要因となっており、牛肉業界にも影響を及ぼしている。また、
生体牛輸出において、アニマルウェルフェアと家畜疾病管理が重要となっているが、2016年
に行政の関与を減らす変更が行われた。

【要約】

豪州は、世界第１位の生体牛輸出国である。

米国農務省（USDA）によると、2016年には、

世界で484万頭の牛が生体で輸出され、そ

の約24%を豪州が占めた（図１）。2013年

は、メキシコが第１位、カナダが第２位で、

豪州は第３位であったが、メキシコとカナダ

の減少と豪州の増加に伴い、2014年以降、

豪州が第１位となっている。特に、アジア、

中東向けでは圧倒的な存在感を発揮してお

り、日本も、年間１万頭程度の肉用牛と300

頭程度の乳用牛を豪州から輸入している。

豪州では、生体牛輸出産業の成長に伴い、

肉用牛の一部で国内と畜向けとの競合関係が

生じており、取引価格にも相互に影響を及ぼ

していると言われている。また、生体牛輸出

におけるアニマルウェルフェアの重要性も増

している。

本稿では、2017年11月に実施した現地

調査の結果を交え、豪州の生体牛輸出におけ

る最近の動向について、アニマルウェルフェ

アと家畜疾病管理の変化にも着目して報告す

る。

なお、本稿中の為替レートは、１豪ドル＝

90円（2017年12月末日TTS相場90.17円）

を用いた。また、豪州の年度は、特に注意書

きのない限り７月～翌６月とする。

図１　主要輸出国の生体牛輸出頭数の推移
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２　生体牛輸出の需給動向

（１）概要

豪州家畜輸出業者協会（以下「ALEC」と

いう）によると、家畜生体輸出業界（牛、羊、

山羊、水牛など）は、年間20億豪ドル（1800

億円）の収入をもたらし、１万人を雇用する、

重要な産業となっている。中でも、生体牛輸

出は、収入の約７割を占める最も重要な部門

となっている。

豪州の畜産物生産額（288億豪ドル（２兆

5920億円））のうち、生体輸出向けの牛は

16億豪ドル（1440億円）と畜産物全体の

5.4%を占めている（2015/16年度）。また、

畜産物輸出額（223億豪ドル（２兆70億円））

のうち、生体牛は16億豪ドル（1440億円）

と畜産物輸出額の7.0%を占めている。

輸出に仕向けられる牛の約９割は北部で生

産される（図２の区分による。以下同じ）。

また、生体牛輸出で利用される主な港は、北

部準州（NT）のダーウィン港、クイーンズ

ランド（QLD）州のタウンズビル港、西オ

ーストラリア（WA）州のフリーマントル港

とブルーム港、ビクトリア（VIC）州のポー

トランド港であり、これらの５つの港から輸

出される頭数は全体の約９割を占める（図

３）。

北部に位置する港からは、主に東南アジア

向けにブラーマンなどの熱帯種が中心に輸出

されている。南部では、フリーマントル港は、

中東向けにアンガスやヘレフォードなどが輸

出されているが、生体家畜全体としては、中

東向けの羊が主となっている。ポートランド

港は、繁殖用雌牛（肉用および乳用）の最大

の輸出港であり、中国向けの乳用牛を中心に

輸出されている。

（２）輸出先別の動向

生体牛輸出頭数は、2002~2005年にか

けて、エジプト、フィリピン、マレーシア向

けなどの大幅な減少により減少傾向で推移し

たものの、2006~2009年にかけて、最大

の輸出先国であるインドネシア向けの増加に

伴い増加傾向で推移した（図４）。しかし、

2010年に、インドネシア政府が輸入を許可

する頭数（以下「輸入許可頭数」という）を

図２　主な生体牛輸出港
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資料：機構作成
　注：赤線より上の地域を北部、下の地域を南部とする。

図３　生体牛輸出に占める港別の割合
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設けて輸入を制限したことから、2012年に

かけて減少傾向で推移した。2013年は、イ

ンドネシア政府が輸入許可頭数を増加させた

ことに伴い増加に転じた。2014年は、QLD

州など豪州の広い範囲で干ばつに見舞われ、

早期出荷や繁殖用雌牛の淘汰などにより出荷

頭数が増加し、初めて100万頭を突破し、

2015年も、前年から続いた干ばつにより、

引き続き高水準となった。直近の2016年は、

過去２年間の干ばつにより牛飼養頭数が減少

したことから、前年比14.5%減の111万

5000頭とかなり減少したものの、100万頭

を上回り、需要の高さがうかがえる。

このように生体牛輸出頭数は、2012年以

降、東南アジアを中心とした需要増により増

加傾向で推移してきたが、最大の輸出先であ

るインドネシアの需要動向に大きく左右され

る傾向にある。ここで、主な輸出先別の動向

について説明する。

ア　インドネシア

インドネシアは、豪州の生体牛輸出頭数の

過半を占める最大の輸出先である。同国向け

に輸出される牛は、ほとんどが肥育もと牛で

あり、ブラーマンなどの熱帯種やその交雑種

が中心となっている。同国では、冷蔵や冷凍

での物流が未発達であり、牛肉の主な販売場

所がウエットマーケットであることや、増加

する需要を国内の牛肉生産では賄えないこと

に加え、フィードロットやと畜場の稼働や雇

用の確保などの観点から、肥育もと牛を輸入

してフィードロットで肥育することが一般的

となっている。

2001年以降の同国向けの輸出頭数の推移

を見ると、2009年までは、牛肉消費量の増

加に対して国内生産が伸び悩んでいたことか

ら、年々増加傾向で推移し、2009年には

75万頭と８年間で2.6倍に急増した（図５）。

しかし、インドネシア政府が、2014年ま

でに牛肉の自給率90パーセントを達成する

という「牛肉自給率向上プログラム」を

2009年に策定し、輸入許可頭数を前年比

32%減の51万頭に設定するとともに輸入す

る牛の体重を350キログラム以下とする規

制を導入したため、2010年には、51万頭（前

年比31.4%減）と大幅に減少した（表１）。

翌2011年は、輸入許可頭数は、前年並みの

50万頭に設定されたものの、インドネシア

のと畜場における牛の残虐な取り扱いが発覚

し、豪州政府が同国向けの生体牛の輸出を一

時的に禁止したことから、41万頭（同

18.2%減）と大幅に減少し、2012年も輸入

許可頭数の削減に伴い大幅に減少した。

図４　輸出先別生体牛輸出頭数の推移
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資料：Global Trade Atlas
　注：肉用牛および乳用牛の合計。

図５　インドネシア向け肉用牛輸出頭数の推移
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2013年には、輸入許可頭数と体重の規制が

９月に条件付きで撤廃されたことから、45

万頭（同62.5%増）へと増加に転じ、2014

年は、規制がなかった上に豪州側も干ばつに

より牛の出荷が増加したことから、72万頭

（同59.4%増）へ増加した。しかし、2015

年は、輸入許可頭数と体重制限が復活し、輸

入許可頭数が67万8000頭に設定される中、

60万頭（同15.0%減）にとどまり、2016

年も輸入許可頭数が60万頭に削減され、59

万頭（同2.5%減）へ減少した。輸入許可頭

数は2016年をもって廃止されたものの、同

年10月からは、代わりに繁殖基盤を強化す

るため、肥育もと牛５頭の輸入に対し、繁殖

雌牛１頭の輸入（以下「コンビネーション輸

入」という）が義務付けられた。2017年は、

コンビネーション輸入による制約に加え、豪

州における牛飼養頭数の減少により、50万

頭（同15.9%減）と減少している。

豪州現地での聞き取りでは、このインドネ

シアによるコンビネーション輸入は、肥育も

と牛の輸出ごとに繁殖用雌牛を輸出する必要

はなく、最終的に肥育もと牛と繁殖用雌牛の

割合が５：１になっていればよいとのことで、

調査時点（11月）では、繁殖用雌牛の輸出

頭数は、必要な頭数に達していないとのこと

である。しかし、肥育もと牛の輸出頭数に応

じた繁殖用雌牛の確保が難しく、同国向け輸

出の大きな制約となっているとのことであっ

た。

輸入規制の内容

2010年
・輸入許可頭数：51万頭（2009年比32%減）
・体重制限の導入：350キログラム以下

2011年 輸入許可頭数：50万頭
2012年 輸入許可頭数：28万3000頭

2013年
・輸入許可頭数：26万7000頭
・追加輸入許可頭数：２万5000頭（と畜場直行牛）
・体重および輸入許可頭数による制限を条件付きで撤廃（９月）

2015年
・輸入許可頭数：67万8000頭
・体重制限の復活：350キログラム以下

2016年
・輸入許可頭数：60万頭
・肥育もと牛５頭に対し、繁殖用雌牛１頭の輸入義務を導入（10月）

2017年
・輸入許可頭数の廃止
・体重制限を変更：450キログラム以下

表１　インドネシアの生体牛輸入に対する規制の推移

資料：機構作成

コラム１：インドネシア・豪州赤肉パートナーシップ

　インドネシア政府と豪州政府は2013年、赤肉・肉牛業界における食品安全に関するインドネ

シア・豪州間のパートナーシップ（以下「パートナーシップ」という）を結んだ。パートナーシッ

プは、両国における赤肉と肉牛業界の競争性、効率性と持続性の向上を目的としており、2024

年までの財源として、豪州政府より6000万豪ドル（54億円）が提供される。
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　パートナーシップでは、インドネシアにおいて、持続的な肉用牛繁殖経営モデルの開発、牛の

取り扱いや輸送設備を向上させるためのガイドラインの作成、と畜場における衛生の向上のため

の研修などの事業を実施している。持続的な肉用牛繁殖経営モデルの開発では、環境の異なるい

くつかの地域で豪州産肉用繁殖雌牛を飼養し、飼養管理や牧草管理方法の違いによる繁殖率や子

牛の生存率などをモニタリングし、それぞれの地域にあった繁殖などの飼養管理技術を確立し、

繁殖経営のモデルを提示する。

　インドネシアが牛肉や生体牛の輸入にさまざまな規制を講じてきた中で、豪州側がインドネシ

アの発展に技術協力などを通じて協力することで、両国の関係強化を図っている様子がうかがわ

れる。

コラム１　写真　輸出向け肉用牛
（NTの輸出検疫所で、輸出前の検査を受けている）

イ　ベトナム

インドネシアに次ぐ輸出先であるベトナム

は、インドネシア向け輸出が同国の政策によ

り制限される中、代替として拡大してきた市

場であり、ベトナム向けの輸出が本格化した

のは2013年からである（図６）。同国に輸

出される牛は、主にQLD州やNT東部で肥育

されたと畜場直行牛であることから、インド

ネシア向けと比べて重量が重く、国内と畜向

けと競合関係にある。

同国向けの輸出頭数の推移を見ると、

2013年から2015年までの３年間で５倍に

増加した。これは、豪州が、インドネシア向

けの輸入許可頭数の大幅な削減により他の輸

出先を模索する中、ベトナムの牛肉需要と合

致したためである。ベトナムでは、国内の牛

肉生産が伸び悩む一方、牛肉需要は増加して

おり、冷蔵や冷凍での物流インフラが未発達

なことから生体での輸入の増加につながっ

た。また、2014、2015年は、豪州におけ

る干ばつによる出荷頭数の増加もあり、大幅

図６　ベトナム向け肉用牛輸出頭数の推移
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資料：MLA
　注：肥育もと牛およびと畜場直行牛の合計。
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に増加した。しかし、2016年以降は、豪州

における生体牛価格の上昇に伴い、輸出価格

が上昇したことから、減少している。

ウ 中国

中国向け輸出は、繁殖に仕向けられる雌牛

が中心で、その大部分が乳用牛である。輸出

頭数は、同国における乳製品需要の増加に伴

い年々増加傾向で推移している（図７）。また、

2015年以降は、同国向け輸出に占める肉用

牛繁殖雌牛の割合がかなり増加した。

肉用牛については、両国が肥育もと牛とと

畜場直行牛の輸出に関する衛生条件に合意し

た2015年に輸出が開始された。現地報道で

は、中国の企業は、豪州の生体輸出業者に投

資を開始する一方、中国国内でも輸入港近郊

で、肉用牛の生体輸入の受け入れ体制の確立

に向けて、フィードロットやと畜場の整備を

進めているとしており、今後の拡大が最も期

待されている市場となっている。

エ その他

前述の３カ国のほか、中東ではトルコやイ

スラエル、東南アジアではマレーシアやフィ

リピンなどさまざまな国に輸出しているが、

2016年以降は、豪州における牛飼養頭数の

減少や生体牛価格の上昇に伴いおおむね減少

している。

日本向け輸出については、肥育もと牛およ

びと畜場直行牛は、2016年には約6600頭

（前年比10.4%減）と減少したものの、

2017年は、約1万3000頭と前年比で２

倍に増加した。また、乳用牛は、2016年

は約300頭であったものの、日本国内に

おける乳用牛飼養頭数の減少に伴い、乳用

牛を輸入できる国の中では最も日本に適した

乳用牛を確保できるとされる豪州からの輸入

が注目されており、2017年は、約1800頭

と前年比で約６倍まで増加している。

図７　中国向け生体牛輸出頭数の推移
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資料：MLA、豪州統計局（ABS）、豪州農業・水資源省（DAWR）
　注：  2015年以降の肥育もと牛およびと畜場直行牛の数値は、

ABSおよびDAWR。

３　生体牛輸出拡大が国内と畜向けへ及ぼす影響

2016年の総出荷頭数（と畜頭数および生

体輸出頭数）895万頭に占める生体輸出の

割合は、約13%（112万頭）と、生体牛輸

出頭数の増加に伴い、10年前の約７％（総

出荷頭数949万頭のうち生体輸出63万頭）

から２倍近くまで増加している（図８）。

また、肥育もと牛取引価格は、生体輸出向

けと国内と畜向けで比較すると、同様の動き

をしていることがわかる（図９）。

豪州農業資源経済科学局（以下「ABARES」

という）によると、生体輸出向けの牛を中心

に飼養している農家は、以前はWA州北部と

NT北部に多かったが、生体牛輸出の増加に

伴い範囲も広がっており、国内と畜向けと生

体輸出向けの取引価格が相互に影響を及ぼす

ようになっている。例えば、QLD州やNTの

QLD州との州境周辺の農家は、タウンズビ

ル港からの生体牛輸出向けに出荷することも
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可能なため、両者の取引価格を比較しながら、

出荷先を選択しており、相互の価格上昇要因

となっている。従って、生体輸出の増加は、

生産者にとっては所得の増加につながってい

るものの、食肉処理場にとっては仕入コスト

の増加要因となっており、豪州産牛肉の価格

競争力の減退を招いているとの声や、国内の

食肉処理場で加工することによる付加価値を

損失しているといった意見が現地で聞かれ

た。

ALECによると、豪州は、生体牛輸出にお

けるアニマルウェルフェアの確保を法令で定

め、輸出先国のフィードロットやと畜場も含

めたサプライチェーン全体において、トレー

サビリティーとアニマルウェルフェアの確保

を義務付けている唯一の国である。

政府が、生体牛輸出におけるアニマルウェ

ルフェアの基準を策定しており、中でも豪州

家畜輸出基準（TheAustralianStandards

fortheExportofLivestock、以下「ASEL」

という）と輸出業者サプライチェーン保証シ

ス テ ム（TheExporterSupplyChain

AssuranceSystem、以下「ESCAS」と

いう）の２つが重要となっている。

（１）ASEL

ASELは、家畜の生体輸出の拡大に伴い、

家畜の健康やアニマルウェルフェアに配慮し

た家畜の取り扱いを求める声が高まったこと

から、輸出過程における家畜の健康とアニマ

ルウェルフェアの向上を目的に、2004年、

政府と業界団体が中心となり導入された。

ASELは、1997年豪州食肉・畜産業法（The

AustralianMeatandLivestockIndustry

Act1997）により法的効力を持っており、

ASELの基準を満たさなければ、家畜輸出免

許が与えられない。ASELは、生産者におけ

る輸出向け家畜の取り扱い、陸路での輸送、

検疫所など認定施設における取り扱い、船へ

の積み込み、船上での取り扱い、空輸時の取

り扱いなど、それぞれの過程における家畜の

図８　形態別牛出荷頭数の推移
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資料：豪州農業資源経済科学局（ABARES）、ABS、MLA
注１：  と畜頭数の2016年は、ABSの値。それ以前はABARES。

生体輸出頭数はMLAの数値。
　２：と畜頭数は、子牛を含む。

図９　仕向け先別肥育もと牛取引価格の推移
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向け取引価格であり、取引のない月がある。
　２：  国内肥育向けもと牛価格は、QLD州またはVIC州の家畜市

場における取引価格。

４　生体牛輸出とアニマルウェルフェア
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取扱基準を規定している。例えば、船上にお

ける牛１頭当たりに最低限必要な面積などが

規定されている（表２）。また、家畜の船舶

輸送における死亡率の基準値を設定してお

り、輸出業者は、毎回、死亡率を政府に報告

するよう義務付けられている（表３）。この

基準を超過した場合には、農業・水資源省に

よる公的な調査が実施される。

ASELは、輸出先国での取り扱いについて、

船からの荷降ろしまでは規定しているもの

の、それ以降は規定していない。このため、

2011年、インドネシアのと畜場における牛

の残虐な取り扱いが発覚した事件を契機に、

ASELの見直しの声が高まり、生体輸出のサ

プライチェーン全体におけるアニマルウェル

フェアの確保を目的に、ESCASが導入され

た。

なお、ASELは、2017年から再度見直し

作業に入っており、その結果により、改正さ

れる可能性がある。

（２）ESCAS

ESCASは、2012年豪州食肉・畜産業令（家

畜輸出免許の条件）（AustralianMeatand

Livestock Industry (Conditions on

livestockexport licences)Orderof

2012）に基づき定められており、輸出業者

は、2013年の１月以降、ASELに加えて、

ESCASの基準も満たすよう義務付けられ

た。

ESCASでは、輸出業者に対し次のような

ことを義務付け、ASELで対応できなかった、

輸出先国への到着時からと畜までのトレーサ

ビリティーとアニマルウェルフェアの確保を

求めている。

ア　　生産者からと畜場までの生体輸出に

おけるサプライチェーンのすべての段

階で、国際獣疫事務局（theWorld

１頭当たり生体重量
最低必要面積（平方メートル）

輸送が10日以上 輸送が10日未満
200キログラム以下 0.770 0.770

300キログラム 1.110 1.110
400キログラム 1.450 1.450
500キログラム 1.790 1.725
600キログラム 2.130 2.000

表２　ASELにおける船上での牛１頭当たり最低必要面積（例）

資料：ASEL
注１：ASELでは、１頭当たりの生体重量５キログラム単位で、船上での最低必要面積を規定。
　２：  最低必要面積は、生体重量が600キログラム超の場合は、５キログラム増えるごとに、輸送が

10日以上の場合は 0.017平方メートル、輸送が10日未満の場合は0.014平方メートルずつ、そ
れぞれ広くなる。

　３：  角の長さは12センチメートルまでと決められており、それを超える場合は、除角するか、特定
条件下で認められた場合には、上記を上回る最低必要面積が求められる。

家畜の種類 基準値
羊および山羊 2%
牛および水牛（輸送が10日未満の場合） 0.5%
牛および水牛（輸送が10日以上の場合） 1%
ラクダ 2%
鹿 2%

表３　ASELにおける船舶輸送時の家畜の死亡率の基準値

資料：ASEL
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O r g a n i s a t i o n  o f  A n i m a l

Health(OIE)）の推奨する水準のアニ

マルウェルフェアを確保すること。

イ　　家畜の積み降ろし、移送、と畜など、

サプライチェーンのすべての段階を管

理すること。

ウ　　全ての家畜に対し、生産者からと畜

までの過程を追跡できるようトレーサ

ビリティーを確保すること。

エ　　農業・水資源省により認定された独

立の監査機関による監査を受けるこ

と。

ESCASは、当初の計画通り、2015年に

総合的な評価と見直しが実施された。その結

果、サプライチェーン全体でアニマルウェル

フェアが向上し、最大の輸出先であるインド

ネシアのと畜場では、2011年ごろは、10%

以下であったと畜前のスタンガンの使用率

が、95%近くまで上昇したと評価された。

一方、内容が複雑であることに加え、その実

施に要する行政や輸出業界のコストは年間

1760万豪ドル（約16億円）に上っており、

より簡素で理解しやすく、安価なシステムの

構築が必要であると結論付けられた。

このため、豪州政府と生体輸出業界は、

「家畜グローバル保証プログラム（Livestock

Global Assurance Program、以下

「LGAP」という）」と呼ばれる、新たな仕組

みを考案し、試験的な導入を始めている。

（３）LGAP

ESCASが輸出業者だけを対象としている

のに対し、LGAPは、豪州国内の輸出業者に

加え、国内の生産者や流通業者のほか、輸出

先国の輸入業者、フィードロット、と畜場な

どをサプライチェーンの段階ごとに認証する

ことで、サプライチェーンにおける各自が責

任を負うこととしている。つまり、輸出業者

主体によるサプライチェーン全体の管理か

ら、サプライチェーンの各段階における主体

ごとの管理となった。これにより、生産者、

輸出業者などは、認証を持った事業者間で自

由に牛を売買できることになり、サプライチ

ェーンの柔軟性が高まると言われている。ま

た、監査については、ESCASでは、輸出業

者が第三者機関に外部監査を委託し、サプラ

イチェーン全体の監査を行い、その結果を定

期的に政府に報告する。一方、LGAPでは、

それぞれの主体が内部監査を実施し、併せて、

LGAPの実施団体が認証された第三者機関に

外部監査を委託することとなる。監査の頻度

はその主体のリスクに応じて変わる。これに

より、監査の透明性が高まるとともに、輸出

業者の人的、経済的な負担が減少する。

現在は試験的に一部で導入が始まってお

り、今後、本格的な導入に向けて関係業界の

合意を形成していく必要がある。政府は、

LGAPの導入支援のため、2017/18年度の

予算に、同年度以降４年間に活用する資金と

して830万豪ドル（７億4700万円）を盛り

込んだ。しかし、LGAPは業界主導の任意の

制度であり、輸出業者がESCASによる規則

をより効率的、経済的に満たすためのもので

あるとしており、LGAPが導入された後も

ESCASやASELなどに基づく法的な責務は

残るとしている。



畜 産 の 情 報 　 2018. 2 89

疾病管理は、家畜の生体輸出における重要

な要素であり、特に輸出先国との家畜衛生条

件に適合する牛を確保することが重要となっ

ている。現地での聞き取りでは、豪州は海に

囲まれていて、家畜疾病が比較的高い水準で

管理されているとともに、多くの疾病は輸出

前検査で発見できることから、問題となる家

畜疾病は少ないといった意見があった。しか

し、ブルータング病とヨーネ病は、生体牛輸

出において特に注意が必要な疾病とされてお

り、豪州全体での管理プログラムが実施され

ている。

（１）ブルータング病監視プログラム

乳用牛の主な輸出先である中国や日本など

は、豪州からの家畜の輸入に関する衛生条件

に、ブルータング病の発生していない農場か

らの輸入を定めている。ブルータング病につ

いては、アニマル・ヘルス・オーストラリア

（以下「AHA」という）（注）が、全国アルボ

ウィルス監視プログラム（TheNational

ArbovirusMonitoringProgram、以下

「NAMP」という）により、豪州全土におけ

る発生状況を定期的にモニタリングし、同病

が発生しているゾーン、発生する可能性があ

る緩衝ゾーン、発生していないゾーンに区分

して管理を行っている（図10）。発生ゾーン

は、過去２年間に同病が発見された地域を意

味する。豪州全土に定点観測所（農場など）

を設け、その観測所における検査結果に応じ

てゾーン分けを行い、定期的に見直しを行っ

ている。WA州からQLD州にかけた緩衝ゾー

ンの南側は全て非発生ゾーンとなっており、

ブルータング病の非発生を衛生条件としてい

る輸出先国向けには、この地域で飼養された

牛を輸出することで対応している。

（注）　アニマル・ヘルス・オーストラリアは、豪州における牛、豚、

鶏、羊など家畜全般の衛生状態の向上を目的として設立さ

れた非営利法人であり、各畜種の業界からの課徴金と政府

からの拠出金などを財源に研究・開発などを行っている。

コラム２：NT政府の品種改良

　11月の現地調査時に、NT政府の研究農場であり、ダーウィンから南東に70キロメートルに位

置するビートリス・ヒル農場を訪問した。この農場では、東南アジア向けの輸出に適した肉用牛

の品種改良、熱帯に適合した水牛の飼養管理体系の改善およびNTの気候に適した牧草管理手法

図10　ブルータングゾーン

発生ゾーン

緩衝ゾーン

非発生ゾーン

資料：AHA
　注：2017年12月15日時点。

５　生体牛輸出における家畜疾病の管理
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の研究を行っている。なお、NAMPの定点観測所の一つとなっており、定期的に血液検査を実施し、

ブルータング病の発生状況を監視している。農場面積は2600ヘクタールあり、そのうち75%は

雨季になると浸水してしまう。

　肉用牛の改良では、繁殖用雌牛100頭を飼養し、NTや東南アジアなどの熱帯気候での適応性

とより良い肉質を兼ね備えた品種を開発している。現在、熱帯種80%（ブラーマン（56%）、トゥー

リ（12%）、アフリカンダー（12%））と欧州種（シャロレー（６％）、ヘレフォード（６％）、ショー

トホーン（６％））の６品種を交雑した肉用牛を生産している。この交雑種は、ブラーマンに比べて、

高い増体率、高い繁殖率および良い肉質を実現しているとしている。さらに近年は、船で輸送す

る際のスペースの確保やけがなどのトラブルの減少といったアニマルウェルフェア上の要請によ

り、無角の牛の開発を進めている。

　牧草管理手法の研究では、浸水後の土地に豊富な栄養分が蓄えられることに着目し、浸水後の

土地における効率的な牧草生育管理技術の開発を行っている。

 

コラム２　写真１、２　同農場で開発された交雑種

（２）ヨーネ病管理プログラム

ヨーネ病については、日本のほか、最大の

輸出先であるインドネシア向けなどでも、感

染していないことが条件とされている。この

ため、ヨーネ病の管理は、豪州の生体牛輸出

業界にとって非常に重要となっている。しか

し、ヨーネ病は、潜伏期間が長い上、感染を

検知しにくいことなどから、管理が難しいと

言われている。

ヨーネ病は、WA州とNT以外の州で発生

しており、特に、VIC州に多い（表４）。VIC

州は、豪州の生乳生産量の６割以上を占める

一大酪農地域であり、多くの乳用牛が集中し

ているが、ヨーネ病の発生により、日本向け

に適した乳用牛の確保が難しくなっている。

ヨーネ病の管理については、州政府が各種規

制を定めるとともに、AHAが主体となって

豪州全土を対象とした任意のプログラム

（Cat t l e MAP(Marke t Assurance

Program)）を運営していた。ヨーネ病が発

生していないWA州とNTでは、他の州より

も厳しくヨーネ病の管理を行ってきた。その

ような中、2016年にヨーネ病の管理に関し

て大きな方針転換があった。

ア　Cattle MAPの廃止

CattleMAPでは、AHAが主体となり、
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定期的な血液検査と認定獣医師による家畜疾

病管理方法の指導を継続的に行い、検査結果

に応じて、農場ごとのヨーネ病感染のリスク

を３段階で評価していた。牛群の検査結果が

陰性でかつ牛群管理計画を策定・実施してい

る農場は、MN1（MonitoredNegative1）

と評価され、検査結果が２年間陰性でMN2、

４年間陰性でMN3となる。これらのランク

を維持するためには、年１回の内部監査と認

定獣医師による監査が必要となる仕組みであ

った。

農家にとっては、CattleMAPへの参加は

任意であるものの、州間移動に関する規制と

して準用されたり、輸出業者やヨーネ病の管

理を行っている農家が牛を購入する際の判断

基準となっているため、参加により有利に販

売できるといったメリットがあった。

しかし、CattleMAPへの参加には、多く

のコストと労力を要するなどの理由により、

参加農家は年々減少した。そのため、関係団

体で構成する委員会による評価の結果、

CattleMAPは2016年10月末で廃止され、

肉用牛および酪農業界団体主導の管理プログ

ラムに移行することとなった。

イ　新たなヨーネ病管理プログラム

2016年11月以降、CattleMAPに代わる

ヨーネ病管理プログラムとして、肉用牛業界

はJohne’ sBeefAssuranceScore（以

下「J-BAS」という）を、酪農業界はthe

NationalDairyBJD（BovineJohne’ s

Disease）AssuranceScore（以下「Dairy

Score」という）を採用した。CattleMAP

同様、参加は任意となっている。

J-BASは、各農家をヨーネ病の管理レベ

ルや検査結果に応じて０～８までのスコアに

区分している（表５）。スコアが高いほどヨ

ーネ病のリスクが低く、７および８の高いス

コアを除いて第三者による承認などの手続き

を必要としない、自己評価型のプログラムと

なっている。

DairyScoreも、J-BASと同様の仕組み

であるものの、子牛の衛生的な取り扱いが要

件となるなど、より厳しい評価手法になって

いる。

表４　ヨーネ病の発生農場数の推移

資料：AHA
　注：肉用牛と乳用牛の合計。

（単位：戸）　　　　　　　　　　　

2015年9月 2015年12月 2016年3月 2016年6月
VIC州 918 915 915 919
NSW州 124 112 117 96
SA州 55 51 51 50
TAS州 39 39 39 39
QLD州 6 6 6 5
WA州 0 0 0 0
NT 0 0 0 0

計 1,142 1,123 1,128 1,109
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表５　J-BASにおけるスコアの概要

資料：AHA

スコア 要件

８
サンプル検査で２回連続

（２年間隔を空ける）で陰性
　　　　　　+
３年ごとに所定の検査を実施

　　　　検査
　　  　　+
獣医師によるバイオセ
キュリティープランの確
認・指導

バイオセキュリティープ
ランを５年以上継続実施

農場におけるバイオセ
キュリティープランの作
成・実施

７
５年以上ヨーネ病の発生が
なく、サンプル検査で１回
陰性+ ３年ごとに所定の検
査を実施

６ ヨーネ病が発生していない、または、
発生後５年以上経過

４

○過去にヨーネ病の発生があった場合：
　リスクの高い家畜を特定・排除
　　　　　　　　　+
　発生後２年間、バイオセキュリティープランを実施
○ヨーネ病の発生がない場合：
　バイオセキュリティープランを２年以上実施

２
バイオセキュリティープランを実施

+
ヨーネ病に罹患した牛がいない

０ 疑似、罹患または不明

ウ　州政府によるヨーネ病管理

WA州とNT以外の州は、CattleMAPの廃

止に併せて、2016年６月末で、州のヨーネ

病に関する規制を撤廃した。これに伴い、

WA州とNT以外の州では、J-BASやDairy

scoreに参加している農家に牛を販売しな

い、あるいはヨーネ病に感染していないこと

を牛の輸入条件としている国向けに生体牛輸

出しないなどといった、経営上ヨーネ病の管

理を必要としない生産者は、J-BASやDairy

scoreに参加する必要がなく、州をまたぐ牛

の移動も可能となった（WA州とNTを除く）。

一方、WA州とNTは、ヨーネ病の発生を防

止するため、ヨーネ病に関する牛の移動制限

規則を維持し、他州からの牛の移動について、

WA州では、J-BASスコア７以上または

DairyScore7以上、NTでは、J-BASスコ

ア６以上またはDairyScore7以上の取得を

義務付けている。このため、両地域の生産者

は、ほとんどがJ-BASまたはDairy　Score

に加入している。

現地での聞き取りでは、J-BASの参加者

は、同プログラムの参加者から牛を購入する

必要があるなど、プログラムに参加してない

と販売上不利になることから、市場からの要

請によりヨーネ病の管理水準は維持されると

いう意見が聞かれた。また、ヨーネ病の発生

の多い酪農業界では、生産者団体であるデイ

リー ･オーストラリアが、ヨーネ病発生予防

のための管理手法の周知をしたり、ヨーネ病

が最も発生しているVIC州では、州内の酪農

家向けに、認定獣医師による、ヨーネ病発生

抑制のための子牛の育成方法の認定プログラ

ムなど、州独自のプログラムを実施すること

で、ヨーネ病の発生抑制に努めている。
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コラム３：WA州の肉用生産者

　2017年11月に実施した現地調査では、WA州のパース近郊で輸出向けなどに肉用牛を飼養し

ている牧場を訪れる機会があったので紹介する。

　この牧場を所有する肉用牛生産者は、八つの牧場で２万5000頭を飼養している。繁殖用雌牛

は１万頭で、繁殖から肥育までの一貫経営であるが、種雄牛や輸出向け肥育もと牛などの一部を

外部からも導入している。年間出荷頭数は、生体輸出が１万頭、国内と畜向けが7000頭（うち

Wagyuが3000頭）である。主な輸出先は、イスラエル、トルコ、ベトナム、インドネシア、ロ

シア、日本である。

　今回訪問した牧場は、パースから南に約100キロメートルに位置し、2000頭（うち繁殖用雌

牛は800頭）のフルブラッドWagyu（100%Wagyu遺伝子）と2000頭のWagyuとアンガス種

の交雑種を飼養していた。人工授精は行っておらず、すべて種雄牛による自然繁殖を行っている。

種雄牛は、優秀な雄牛を自社で選別するほか、外部からも導入している。生まれた子牛は、200

キログラム程度になるとフィードロットに移して400日間肥育し、650〜700キログラムで出荷

する。

　WA州ではヨーネ病に関して厳しい規制があることから、J-BASに参加しており、スコアは８

である。牧場主によれば、高いスコアを維持するためには、とにかく検査を繰り返し行う必要が

あるが、ヨーネ病は適切に管理できており、日本向けに生体牛を空輸しているが、特に問題と感

じたことはないとのことである。

　最近の生体牛輸出における課題は、国内の生体牛取引価格が高すぎることである。生産者とし

てはありがたいが、輸出先国からは希望する価格で調達できないとして、他国へ切り替えられて

しまうこともあるとしている。

コラム３　写真　訪問先で飼養されていたWagyu
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豪州食肉家畜生産者事業団（以下「MLA」

と い う ） は、2017年10月 に 公 表 し た

「Industryprojections2017October

update」の中で、2017年以降の生体牛輸

出頭数について、牛飼養頭数の増加に伴い輸

出余力は増加するものの、インドネシア向け

の増加が見込めないことから、80万頭台で

推移すると見込んでいる（図11）。インドネ

シア向けについては、コンビネーション輸入

の規制があり、肥育もと牛の輸出頭数に対応

する輸出用の繁殖用雌牛の確保が難しいこと

から、大幅な増加は期待できない上、同国で

は、インド産水牛肉の輸入が増加傾向にあり、

生体牛輸入の需要減退につながっているとし

ている。

11月の現地調査では、11月14、15日に

WA州のパースで開催された、家畜生体輸出

業 界 団 体 が 主 催 す る「LIVEXchange

2017」に出席した。ここでは、家畜生体輸

出関係者向けに、州政府、関係業界団体、大

学、研究機関、生産者などにより、さまざま

な話題についてのプレゼンテーションやディ

スカッションが行われた。そこで頻繁に登場

したキーワードは、「インドネシア」、「中国」

であった。

インドネシアは、人口と所得の増加により

牛肉消費の増加が見込まれている一方、土地

の制約などにより国内牛肉生産の伸びは期待

できず、輸入需要の増加で賄われると期待さ

れていた。農場から食肉処理場までの距離が

長く輸送コストが高い豪州北部にとっても、

生体でインドネシアなどに輸出する方が効率

的であるため、インドネシアにおける輸入需

要の増加は、生体牛輸出の増加につながると

期待されていた。しかしながら、インドネシ

ア政府の政策に左右され、不透明な点も多い。

また、中国も、所得の増加に伴い牛肉需要

の増加が見込まれている。中国とは、肥育も

と牛およびと畜場直行牛の衛生条件につい

て、2015年に合意したことから、今後の生

体牛輸出の増加が期待されており、関係者の

多くが注目していた。

今後、世界的に食料需要が増加していく中

で、広大な農地を持つ豪州は、食料供給基地

としての存在感を高めていくことが期待され

る一方、人件費などの高騰や生体牛価格の上

昇に伴い価格面での競争力が低下している。

こうしたことから、同会議では、豪州産は安

全で、高品質であるという付加価値の高さを

アピールしていく必要性が強調されていた。

図11　生体牛輸出頭数の見通し
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６　今後の見通し
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アニマルウェルフェアへの対応は、近年大

きく成長を続けてきた生体牛輸出に欠かせな

い重要な要素となっている一方、コストの増

加を招いていることから、牛飼養頭数が減少

し、生体牛価格が高騰している最近の状況下

では、輸出業者にとって大きな負担となって

いる。現在、試験的に導入されているＬＧＡ

Ｐが、どの程度普及するのか、また、アニマ

ルウェルフェアの向上とコストの削減にどの

程度つながるのか、今後の動向が注目される。

ヨーネ病の管理に関しては、行政主導から

業界団体主導、生産者主体へと切り替わった

ことで、どのような影響があるのかは、豪州

から生体牛を輸入している日本にとっても注

視が必要である。

生体牛輸出の拡大は、QLD州北部やNT東

部などで国内と畜向けと競合するようになっ

てきており、今後の豪州の牛肉輸出にも大き

な影響を与えることから、牛肉輸出と生体牛

輸出をどのように両立させていくのかを注目

したい。

７　おわりに

2017年12月号「豪州における酪農、牛乳乳製品の需給動向～激変する豪州乳業界の構
図～」の記事（P.46、図15）で、単位が（千リットル）とあるのは（千キロリットル）の
誤りでした。
また、「NZにおける酪農、牛乳乳製品の需給動向～国際需給の改善を受け、増産に転換～」

の記事（P.64）で23万5265キロリットルとあるのは、23万5265トンの誤りでした。




